
提 供 日 2026/05/11

タイトル 駐日ドイツ大使館国防武官が副知事を表敬訪問し
ます

担　　当 企画部 地域外交課

連 絡 先 地域外交戦略班

TEL 054-221-3254

駐日ドイツ連邦共和国大使館国防武官が
平木副知事を表敬訪問します

１　要　旨

　例年、第一次世界大戦時に静岡市内の収容所で亡くなったドイツ兵の墓への献花式が

旧静岡陸軍墓地で開催されています。献花式に参加する駐日ドイツ連邦共和国大使館国

防武官が平木副知事を表敬訪問し、その活動を報告します。

２　概　要

日　時 令和８年５月15日（金）　11時30分～11時50分　（20分間）

場　所 静岡県庁東館５階　平木副知事室

訪問者 ラルフ・ペルジケ　駐日ドイツ連邦共和国大使館国防武官(空軍大佐)　ほか

言　語 日・英語（通訳あり）

　　

＜参考＞旧静岡陸軍墓地

所在地 静岡市葵区沓谷（蓮永寺隣接）

概　要

・1897（明治30）年頃に設置。日露戦争から第二次世界大戦までの墓碑が
　並ぶ。
・静岡市及び地元自治会(沓谷二丁目町内会)が維持管理を行い、駐日ド
　イツ大使館がその活動を支援している。

ドイツ兵
捕虜の墓

・1915（大正４）年４月13日、静岡俘虜収容所において、グスタフ・マタイス 
　ドイツ海軍一等砲兵が死亡。
・同氏の墓が1918（大正７）年に建立され、市民による供養が続いている。
・2024（令和６）年４月、駐日ドイツ大使館が案内看板を寄贈。



提 供 日 2026/05/11

タイトル 聖地浜松イオインダストリーカップ2026主催者に
よる副知事訪問

担　　当 スポーツ・文化観光部 スポーツ振興課

連 絡 先 競技スポーツ班

TEL 054-221-3177

令和８年５月16日、17日に行われる「聖地浜松イオインダストリーカップ2026」の
開催告知のため、大会実行委員及び浜松市ビーチバレーボール連盟理事長が平木副
知事に表敬訪問を行う。

１　日　時　　令和８年５月13日（水）14時35分から14時50分まで

２　会　場　　副知事室（静岡県庁東館５階）

３　訪問者　　岩田　佳大　(いわた　よしひろ)　　
　　　　　　　大会実行委員長（イオインダストリー株式会社　代表取締役）

　　　　　　　髙部　健一(たかべ　けんいち)　　
　　　　　　　大会実行委員　（イオインダストリー株式会社　常務取締役）

　　　　　　　池谷　英丈（いけや　ひでたけ)　　
　　　　　　　浜松市ビーチバレーボール連盟　理事長

４　次　第　　(1) 訪問者の紹介
　　　　　　　(2) 大会について
　　　　　　　(3) 懇談
　　　　　　　(4) 記念撮影

　　　　　　　　　　　　　　　　



提 供 日 2026/05/11

タイトル 災害を想定したDIG/DHCoS（災害図上演習）を実施
します～災害時の対応力強化に向けて～

担　　当 健康福祉部 医療局地域医療課

連 絡 先 地域医療班　花村

TEL 054-221-2406

令和８年11 月27 日、28 日に本県で実施する「大規模地震時医療活動訓練（政府訓練）」※に先立ち

DIG（災害図上演習）及びDHCoS（災害時シミュレーション）を実施します！

　本演習は、地図を用いて被災状況や医療ニーズを具体的にイメージしながら、関係機関が連
携して対応策等を検討する実践的な演習です。

　行政（県・市町）、静岡ＤＭＡＴ、消防など関係団体が一同に会し、実際の災害対応に近い形で
課題抽出と対応力向上を図ります。

１　開催日時

　　令和８年５月15 日（金） 午後1 時半から午後５時まで（時間は予定）

２　開催場所

　　静岡県庁西館４階第１会議室Ａ・Ｂ・Ｃ

３　参加者

　　厚生労働省DMAT事務局、静岡DMAT、静岡DPAT、静岡県災害時小児周産期リエゾン、
行政（県・市町）、消防職員、県医師会等

　　約120名　（２次保健医療圏ごとのグループになり、演習を実施）

４　実施内容（予定）

区分 名称 内容

ディグ

ＤＩＧ

（災害図上訓練）

Disaster

Imagination

Game

地図を用いて、災害時に被害を受ける箇所や支援
が必要となる箇所について議論する

ディーコス

DHCoS

（災害時シミュレー
ション）

Damaged

Hospital

Continuation

Support

津波、停電などによる被害を想定し、各病院の被
害状況、ライフライン状況を踏まえ、支援が必要と
なる医療機関のリスト化や必要な資源の見積もり
等を実施する

５　お問い合わせ等

　　取材いただける場合は、当日、会場までお越しください。

【参考】前回開催時の様子（令和４年度）

 



※大規模地震時医療活動訓練（政府訓練）
内閣府は、大規模地震時医療活動に係る組織体制の機能と実効性に関する検証を行うとともに、防
災関係機関相互の協力の円滑化を図ることを目的に、地方公共団体と連携し、総合的な実動訓練を
実施している。
本年度は、南海トラフ地震を想定し、静岡県、愛知県、三重県、和歌山県、徳島県、高知県、宮崎県
（７県）を被災想定県とし、行政、静岡ＤＭＡＴ、消防などの関係団体参画のもと、令和８年１１
月２７日（金）・２８日（土）に実施する。



提 供 日 2026/05/11

タイトル 「静岡県ファンドサポート事業」認定ベンチャー
キャピタル募集開始！

担　　当 経済産業部 産業革新局産業イノベーション推進課

連 絡 先 産業イノベーション推進班

TEL 054-221-2609

「静岡県ファンドサポート事業」認定ベンチャーキャピタル

募集開始！

～スタートアップからの事前相談も受け付けます～

１　要　　旨
県では、スタートアップ（ＳＵ）の資金調達を支援するため、県が認定したベン

チャーキャピタル（ＶＣ）から出資を受けたＳＵに対して交付金を交付する「静岡
県ファンドサポート事業」を実施しています。
この度、５月11日(月)から６月10日(水)まで、県とともにＳＵを支援するＶＣの

公募を行います。
また、ＳＵの公募に先立ち、同日より申請を検討しているＳＵの事前相談の受付を
開始します。

２　事業概要
区　　分 内　　　　容
事業概要 県が認定したＶＣから出資を受けたＳＵに対して交付金を交付
対象事業 以下のいずれかに該当し、県内で実施する事業

・次世代産業関連プロジェクトに関連する分野(ファルマ、CNF、
　MaOI 等)
・県内企業との協業や地域の課題解決に資する分野

主な対象者
要件

・県内に本社又は主たる事業所を置く中小事業者（登記必要）
・２年以内に本県内の事業所で正社員を新規雇用又は役員を新たに
　配置
・「シード枠」は起業から５年以内

交付率・
上限額

＜シード枠＞ ２／３ 上限1,000 万円
＜一般枠＞ １／２ 上限4,000 万円

交付総額 3.1 億円※ 全体で10 件程度を想定
採択後の
ＳＵ支援

成長支援（専門家助言、事業展開支援等）
財務管理体制の強化（経理指導、定期的な検査）

＜スケジュール（予定）＞

＜事業スキーム＞



３　認定ＶＣの公募について
　(1) 概要
区　　分 内　　　容
公募概要 本事業は、ＳＵへの交付金の交付に先立ち、ＶＣを認定します。

認定ＶＣからの出資を受けるＳＵが、別に公募する交付金に申請する
ことができます。今回は県内ＳＵを支援するＶＣを募集します。
書面及び面談審査のうえ、認定を行います。
認定要件、必要書類等は下記事業HP から公募要領を御確認ください。
https://shizuoka-fundsupport.com

募集期限 令和８年６月10 日（水） 17 時まで
応募方法 静岡県電子申請システムから申請してください。

https://apply.e-tumo.jp/pref-shizuoka-u/offer/offerList_detail?tempSeq=20251

主　　な
応募要件

・業としてＳＵに対する出資機能、事業化支援機能を有する法人
・日本国内に拠点を有し、常勤スタッフを配置（計画でも可）
・常駐スタッフにＳＵ支援の実績・能力がある
・本県のスタートアップエコシステムの発展に協力・貢献する

　(2) ＶＣ向けオンライン説明会

区　　分 内　　　容
開催日時 令和８年５月22 日（金）18：00～19：00
方　　式 オンライン
対　　象 ・申請を検討するＶＣ

・ＶＣの出資先及び出資予定のＳＵ
内　　容 ・本事業の概要説明

・質疑応答　ほか
参加申込 専用申込フォームからお申込みください。

https://forms.office.com/e/1z4fssjYsY

※ 説明会は後日アーカイブ配信を予定しています。



　(3) 首都圏説明会

区　　分 内　　　容
開催日時 令和８年６月１日（月）17：00～19：40
会　　場 Deloitte Tohmatsu Innovation Park（東京都千代田区丸の内３丁目

３－１ 新東京ビル8F）
対　　象 ・申請を検討するＶＣ及びＳＵ

・ＶＣの出資先及び出資予定のＳＵ
内　　容 ・本事業の概要説明

・県内企業によるリバースピッチ
・交流会　ほか

参加申込 下記よりお申込みください。
https://peatix.com/event/4977851/view?k=6f81da354d625eee8b636e5d05
3c587e9cd1e349

　(4) スケジュール（予定）

日　　程 内　　容
5月11日(月) 公募開始
5月22日(金) ＶＣ向けオンライン説明会

5月中旬～下旬 個別相談
6月1日(月) 首都圏説明会
6月10日(水) 公募締切

7月上旬～中旬 審査（１次審査：書類、２次審査：面談）
7月下旬 認定ＶＣ公表

４　ＳＵの公募について
　(1) 概要
区　　分 内　　容
概　　要 本事業への申請を予定しているスタートアップ向けに、5 月11 日か

ら事前相談を受け付けます。対象要件や支援内容などについてご相談
ください。

受付期間 令和８年５月11 日（月） ～ 令和８年10 月30 日(金)
方　　式 オンライン
申込方法 https://shizuoka-fundsupport.com よりお申込みください。

　(2) スケジュール（予定）
日　　程 内　　容

5月11日(月) 事前相談開始
10月30日(金) 事前相談終了
11月2日(月) 公募開始
12月18日(金) 公募締切
1月上旬～下旬 審査（１次審査：書類、２次審査：面談）

2月上旬 採択ＳＵ公表



提 供 日 2026/05/11

タイトル 【取材依頼】静岡県立工科短期大学校
令和８年度オープンキャンパスを開催します！

担　　当 経済産業部 工科短期大学校学務課

連 絡 先 静岡キャンパス、沼津キャンパス

TEL 054-345-2032、055-925-1073

＼令和８年度第１回目の開催！／

静岡県立工科短期大学校
令和８年度オープンキャンパスを開催します！

　
　本校では、「現場に立って、自ら考え、行動できる人材を育成」を基本理念とし、高度なも
のづくり人材の育成を支援しています。
　オープンキャンパスでは、各キャンパスの施設見学や授業の体験ができます。
　今年度は、下記のとおり実施を予定しています。

１　開催会場・日時
　【静岡キャンパス（静岡市清水区楠160）】令和８年５月16日（土）10時～
　【沼津キャンパス（沼津市大岡4044-24）】令和８年５月23日（土）10時～
　　※所要時間：２時間程度

２　対象者
　　本校の見学を希望される方、進学を検討されている方及びその保護者

３　内容
　　学校紹介、キャンパスツアー、授業内容紹介・体験、入試案内、進路や進学に
関しての個別相談

４　申込方法
　　パソコン・スマートフォンから本校Ｗｅｂサイトにアクセスし申し込み
　　申込ページ　https://scot.ac.jp/opencampus/

５　問合せ先
　　静岡キャンパス学務課（054-345-2032）
　　沼津キャンパス教務課（055-925-1073）

６　今後の予定
静岡キャンパス 沼津キャンパス
令和８年６月13日（土） 令和８年６月20日（土）
令和８年７月18日（土）※ 令和８年７月11日（土）※
令和８年８月25日（火）☆ 令和８年８月26日（水）☆
令和８年９月12日（土） 令和８年９月19日（土）
令和８年11月７日（土） 令和８年11月14日（土）
令和９年１月30日（土） 令和９年１月16日（土）

日

程

令和９年３月13日（土） 令和９年３月６日（土）
※７月開催回は、午前午後の二部制　☆８月開催回は、授業見学会を実施







提 供 日 2026/05/11

タイトル 建設業者への監督処分

担　　当 交通基盤部 建設経済局建設業課

連 絡 先 建設業班　望月

TEL 054-221-3058

                     建設業者に対して監督処分を行いました。

１　処分を受けた者
　　商　　 号　  光サービス
　　所 在 地　　熱海市熱海1740-85
　　許可番号 　静岡県知事一般建設業許可第38517号
　　許可業種 　電気工事業

２　処分内容
　　建設業に関する営業のうち、民間工事にかかるものの営業停止

　　※「民間工事」とは、「国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別表第一に

掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）又は建設業法施行規則（昭和24年建設省令

第14号）第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用によ

る公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11年法律第117号）第２条第２項に

規定する特定事業に係る建設工事」以外の建設工事をいう。

３　営業停止期間
　　令和８年５月26日～令和８年６月１日（７日間）

４　処分理由
　　光サービスの事業主は、建設工事で生じた産業廃棄物を、自家製焼却炉で焼却したこ

とにより起訴され、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき、罰金20万円の略式
命令を受け、その刑が確定した。

    　このことが、建設業法第28条第１項第３号（他法令違反）に該当すると認められることか
ら、静岡県建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準により、建設業法第28条第
３項の規定に基づき７日間の営業停止処分を行う。


